
２．景観計画の体系 
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くりの方針 

 

 

 

協働の 

景観まちづ

くりの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点地区 

景観まちづ

くりの方針 

浦添市景観計画の理念 
てだこ市民による

ウラオソイ風景づくり 

目 標 
①てだこ市民が率先して取
り組む協働の景観まち づく
り
②てだこまちの緑と水辺と
微地形を活かした景観まち
づくり
③てだこ市民の心を結ぶ歴
史文化の薫る景観まちづく
り
④てだこまちの活力と国際
性を活かした景観まちづくり

第３次浦添市総合計画 
（将来像：てだこの都市・浦添） 

 

＜関連計画＞ 

○浦添市都市マスタープラン 
○浦添市緑の基本計画 など 

本市景観の特性と課題 
 
【特性】 
○断層によってつくられた微地

形と眺望点 
○琉球王統発祥の地 
○新旧のくらしの多様な表情 

など 
【課題】 
○協働の景観まちづくりの推進 
○水・緑の骨格の保全・再生 
○歴史文化のよりどころの保

全・再生 
○幹線の景観形成 
○日常のくらしの景観づくり 
○ 重 点 地 区 の 景 観 づ く り 

など 
 

【良好な景観まちづくりの方針】（第８条２項２号）

【基本的な景観の構成】 

１．緑の両翼

２．水・緑の大循環

３．歴史文化のよりどころ

４．都市を貫く軸線

１．伝統集落地区

２．住宅市街地地区

３．区画整理・開発団地地区

４．商業・業務地区

５．工業・流通地区

６．跡地利用・新規開発地区

７．市街化調整区域地区

１．仲間地区 

【 目 標 の 姿 】 及 び 
【景観形成の基準】 

【行為の届出】 【勧告・変更命
令の基準】 

【実現のプロセス】

 
【目標の姿】

及び 
【景観形成
指針（目標

基準）】 
 

 

 

【目標の姿】
及び 

【景観形成
指針（目標

基準）】 
 

 

 

 

大規模行
為につい
ては届出

 
 

屋外広告
物等の 
届出 

 

全ての行
為につい
て届出 

 

 

 

 

 

 

○緑化率 
 

○色彩の
明度・彩
度など 

 

 

○建築物
○工作物
○開発行
為など 

＜初動期＞ 

○地域の良さや改

善点を発見する

 

○景観まちづくり

を意識する 

 

○身の回りを整理

整頓する 

 

など 

 

＜展開期＞ 

○身の回りの取り

組みを継続する

 

○協働の取り組み

に広げる 

 

○地域に根ざした

景観まちづくり

を展開する 

 

など 

 

 

＜充実期＞ 

○協働の景観まち

づくりを日常化

する 

 

○精神的充足感

を実感できる 

 

○新たな初動期に

向けた取り組み

につなげる 

 

など 

 

【基本方針】 

２．今後の重点地区 

【目標の姿】
及び 

【景観形成
指針（目標

基準）】 

【理念・目標】 【景観まちづくりの基準等】（第８条２項３号）

１．景観重要建造物又は樹木の
指定の方針（第８条２項４号）

２．景観重要公共施設の指定の
方針（第８条２項５号）

その他の 

方針 

庁内関連部局との整合・連携
「第３次浦添市総合計画」（企画課） 

「浦添市都市マスタープラン」 

「浦添市緑の基本計画」 

※その他、 土地利用、環境、観光、文

化財等の計画 

都市計画法の活用
○ 景観地区、風致地区、地区計画 
○ 緑地保全地区、特定用途制限など

 

景観まちづくり活動への支援等 
＜全市的な取り組み＞ 
○表彰・助成（まちづくりプラン賞など）
＜重点地区・景観協定地区等での取り組み＞ 
○景観形成への助成（金銭的、物的） 
○景観まちづくり活動への支援（技術、人） 
○協働の景観まちづくり事業（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ事業、ﾓ

ﾃﾞﾙ事業、公共事業の指針、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝづくり等）

景観法の活用 
行為の制限、景観重要建造物・樹
木・公共施設、 景観協議会・景観
協定・景観整備機構

その他既存法の活用
○ 建築基準法、都市緑地法、屋外広告物法 
○ 河川法、海岸法、港湾法、道路法 
○ 文化財保護法、農地法、環境基本法など

県・国との連携強化 
「沖縄振興計画」（企画調整課） 

「沖縄県都市マスタープラン」 

「沖縄県広域緑地計画」 

「美ら島沖縄風景づくりガイドプラン」 

「港湾計画」（那覇港港湾事務所）など 

 

実 
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【景観計画区域】第８条２項１号）
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審 議 会 庁内連絡会議 景観まちづくり市民会議 アドバイザー制度等 

１．市民・

地域住民

の取り組

みの方針 

２．事業者

の取り組

みの方針 

３．行政の

取り組み

の方針 

２７ ２８ 



（２）骨格別景観まちづくりの方針 
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【目標の姿】 【景観形成指針（目標基準】 

１．緑の両翼地区 

【方針-1】浦添を抱く緑の骨格を、本市のランドマー
クとして保全・再生します

【方針-2】１００年後の財産となる在来の森を保全・
再生します

 

緑の両翼のスカイラインを分断するような建造物等
は立地しておらず、緑濃い緑地帯が本市のランドマ
ークとして市民はもとより県民に広く認識されていま
す。そして、主役である緑地帯が、地域住民や市民
等の手により持続的に維持・管理されています。

（１）緑の両翼の地形を守る

（２）緑の両翼の稜線を守る

（３）緑の両翼の景観を阻害しない

（４）緑の両翼への視点場を増やす

（５）緑の両翼の緑を増やし維持管理する

２．水緑の大循環地区 

【方針-1】海岸・河川・湧水・緑地をつなげて、水緑
の大循環をつくります

【方針-2】海浜の生き物が豊かな潮の薫る里浜の
景観を活かします

都市部では貴重な本市の自然海浜が、周辺の都市
整備と調和しながら活かされています。そして、この
自然海浜と市内の河川、湧水、緑地等の水・緑空間
が結ばれ、歩いて回遊できる潤いと安らぎのある廻
廊が形成されており、多くの市

（１）地域の財産である自然海浜を活かす
 
（２）楽しめるウォーターフロントとする
 
（３）ふれあえる河川環境を回復する
 
（４）大循環を構成する緑を増やし維持管
理する

 

骨

格

別

景

観

ま

ち

づ

く

り

の 

方 

針 

３．歴史文化のよりどころ地区 

【方針-1】市民の歴史文化のよりどころ浦添グスク・
伊祖グスクが主役となる景観形成を推進し
ます

【方針-2】浦添グスクと密接なつながりを持つ首里
城等を結ぶ歴史の道軸を形成します

 

浦添市民の心をひとつに結ぶ歴史文化のアイデン
ティティ核として、浦添グスクと伊祖グスクの由来が
市民に十分理解されており、その修復整備と周辺地
域の景観整備が進められています。また、浦添グス
クと首里城を結ぶ尚寧王の道などの歴史の道の連
続性が認識されており、多くの市民や県民・来訪者
等に広く利活用されています。

（１）グスクを修復する
 
（２）グスク周辺地区にふさわしい景観を
形成する
 
（３）歴史の道の連続性を感じさせる
 
（４）歴史文化とのふれあい・交流を促す
 

４．都市を貫く軸線地区 

【方針-1】南北の個性ある大動脈と、ゲートを感じさ
せる沿道景観を形成します（R58、330、西
海岸、西原IC）

【方針-2】沿道の生活文化を活かした個性ある通り
景観を形成します（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ、県 38 、県
153、沢岻石嶺線）

本市の南北を貫く幹線において、ゲートとなる空間
の景観形成がなされ、市民や県民・来訪者にも認識
されています。また、沿道の商業・業務の街並みが
統一感を与えており、幹線にふさわしい沿道景観を
形成しています。
一方、市内の準幹線においては、沿道の店舗や並
木等が景観に調和しながら連続し、市民の生活文
化が感じられる個性ある通りとなっています。

（１）ゲート性を演出する
 
（２）ゆとりと品格ある沿道景観を形成す
る
 
（３）節度ある広告・サインの定着
 
（４）歩いて楽しい通り景観を形成する
 

【骨格地区及び方針】 
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（３）類型別景観まちづくりの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【景観形成指針（目標基準】 

１．伝統集落地区 
【方針-1】伝統集落を抱護するクサティ森と大切な地域資源
を保全・回復します
【方針-2】伝統的まちなみ景観を保全・回復します
【方針-3】伝統集落を感じさせる通りや広場の景観を保全・
回復します

伝統集落地区では、集落背後のクサティ森や御嶽、拝所、樋川、トゥンなど
の広場、綱引きなどのまつりの場などの歴史的資源が地域の暮らしに密着
して息づいており、大切に管理されています。これにより、来訪者にも歴史
と伝統が生きた地域としての個性が感じられます。住宅は平屋か２階建て
で、道路から後退して建てられ、屋敷内は緑が多く見られ、石垣や生垣、低
い塀がめぐり落ち着いた佇まいのまちなみ景観となっています。
また、地区内の通りは直線的ではなく、かつてのゆるやかな敷地割りの道
路形態を残しています。舗装材等により車の道と歩車共存の道が明確にさ
れており、敷地からのぞく花木や緑陰が続き、歩いて楽しく安全な通りを実
感します。

 
（１）クサティ森を守る
（２）伝統集落の空間構成要素を守る
（３）伝統的な地区を意識した宅地の景観づ
くりに努める
 

 
 

類 

型 

別

景

観

ま

ち

づ

く

り

の 

方 

針 

 

２．住宅市街地地区
【方針-1】住宅市街地の暮らしに密着した地域資源を保全・修
復します
【方針-2】住宅市街地の落ち着いたまちなみ景観を形成しま
す
【方針-3】住宅市街地のうるおいある通り景観を形成します

住宅市街地地区では、地域に息づくウガン所やムラガー、老樹等の景観資
源が大切に管理されており、地域にうるおいを与えています。宅地をみると
建物は道路から後退して建てられ、屋敷内は緑化され、生垣や低い塀がめ
ぐり落ち着いたうるおいのある佇まいのまちなみ景観となっています。
また、地区内に見られる狭小な生活道路は、沿道の建て替えに伴って広げ
られ、防災上も安全な通り景観となっています。

（１）住宅市街地の地域資源を活かす
（２）宅地内の日だまりとゆとりを確保する
（３）目立たない緑化された車庫・駐車場を工
夫する
（４）安心とうるおいある通り景観を工夫する

３．既存区画整理・開発団地地区
【方針-1】開発地区の暮らしに密着した地域資源を育成・創造
します
【方針-2】開発地区のまとまりあるまちなみ景観を形成します
【方針-3】開発地区内の安全でうるおいある通り景観を形成し
ます

新たな区画整理地区等では、土地本来の資源を大事にしながら地域住民の
きずなを強める新たな景観的魅力の創造が行われています。宅地をみると
建物は道路から後退して建てられ、敷地内は緑化され、生垣や低い塀がめ
ぐりまとまりある佇まいのまちなみ景観となっています。
また、地区内の通りは、歩車分離の道や歩車共存の道、歩行者専用の道な
どの道路形態が工夫されており、ほど良く管理された花木や緑陰の並木と
相まって、安全でうるおいある通り景観を形成しています。

（１）大地の記憶を大事にする
（２）コミュニティの核になる空間を確保する
（３）まとまりとゆとりあるまちなみ景観を形
成する
（４）安全でうるおいある通り景観を形成する
 

４．商業・業務地区
【方針-1】企業が主体となった、歩いて楽しい商業・業務地区
のまちなみ景観を形成します
【方針-2】広告物や看板等にも配慮した商業・業務地区の景
観を創出します
【方針-3】歩いて楽しい商業・業務地区の通り景観を形成しま
す

商業・業務地区は、遠景で見ると落ち着いた色合いの基調色の範囲内にあ
り、高さや形態、設備等も違和感がなく屋外広告物も小さく洗練されており周
辺と調和しています。近づいて見ると、道路から壁面後退された敷地内が美
しく緑化されており、中には緑陰樹やベンチを設けて市民等に公開している
空間も見られます。歩道は広く、緑陰樹の並木と花が咲き、バス停なども緑
化されるなど、歩いて楽しい通り景観になっています。また、従来からある商
店街の良さがまちの魅力として活かされ、多くの市民・住民でにぎわってい
ます。

（１）ゆとりと気品ある沿道景観を形成する
（２）節度ある広告・サインの定着
（３）にぎわいある歩いて楽しい通り景観を形
成する
 

５．工業・流通地区
【方針-1】企業が主体となった、緑豊かな工業・流通地区の景
観を創出します
【方針-2】海や空からの視点にも配慮したウォーターフロント
の景観を創出します
【方針-3】うるおいある工業・流通地区の通り景観を形成しま
す

工業・流通地区は、緑豊かな広がりのある開放的な景観となっています。建
造物や屋外広告物もすっきりした形態や素材が用いられており、屋外にお
ける物品等の集積・貯蔵もきちんと整理・整頓され、周辺緑化がほどこされ
ているなど、陸上からだけでなく海や空からの景観にも配慮がなされていま
す。また、海岸線に隣接することから、海を感じさせる樹種の街路樹や緑
地、良好な眺望スポットなどが整備され、変化とうるおいあるウォーターフロ
ントでは多くの人が憩い楽しんでいます。

（１）周辺景観となじむ建造物とする
（２）周辺景観となじむ屋外広告物とする
（３）物品等の集積・貯蔵を感じさせない

 
（４）通りと海岸線、基地境界を緑化する

６．跡地利用・新規開発地区
【方針-1】地区内にある大切な地域資源を見いだし、保全・回
復・活用します
【方針-2】周辺の既存まちなみ景観やウォーターフロント景観
にも十分配慮した計画を立案し実施します
【方針-3】当面は、未利用または既利用中の地区境界部を緑
化・修景します

基地跡地の適切な利用に向けて、協働の景観まちづくりが推進できる環境
が整っており、具体的な検討が進められています。

 

（１）参加型で計画立案し推進する
（２）土地の記憶を残すよう計画段階から考
慮する
（３）基地境界を緑化する
 

７．市街化調整区域地区
【方針-1】地区内の地形と緑地、水辺を保全します
【方針-2】周辺景観と調和した農地利用や墓園利用等を誘導
します
【方針-3】基地周辺の一部の地区では一体的な利用のあり方
を検討します

本市の自然環境を構成する地区として市民に認識されており、斜面緑地や
河川沿い緑地が大切に保全されています。農地や墓園等は緑の中に被わ
れ、周辺の風景になじんでいます。基地周辺の平坦な一部では、基地跡地
と一体となった利用計画が検討されています。
  

（１）自然環境を保全・回復する
（２）農地の風景を大切にする
（３）墓園等を緑化する
 

【目標の姿】 【類型地区及び方針】 

民 間 公 共 活 

動

建

築

物

等

開

発

行

為

物

品

集

積

等

拠

点

施

設

線

的

基

盤

面

整

備

自

主

的

活

動

支

援

・

事

業

● ● ● ● ● ● ● ●

● ●  ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●  ● ●

        

● ●  ● ● ● ● ●

●   ●     

● ●  ●  ●   

    ● ● ● ●
        

 ●    ●   

    ● ● ● ●

●   ● ● ● ● ●

     ● ● ●

        

●   ● ● ● ● ●

●   ●     

●   ● ● ● ● ●

        

●   ●     

●   ●     

  ●      

     ● ● ●

        

● ●  ● ● ● ● ●

      ● ●

 

     ● ● ●

        

● ●  ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●   

    ● ● ● ●
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